
年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

† 76－2151 内線222

▼学生納付特例制度があります

学生納付特例とは、所得がない学生

の方が、将来、年金を受け取ることが

できなくなることや、不慮の事故等に

より障害が残ってしまった場合に、障

害基礎年金を受けることができなくな

ることを防止するため、本人の申請に

より保険料の納付が猶予される制度で

す。

▼ 学生納付特例を受けると年金受

給資格に算定されます

学生納付特例を受ずに「未納」にし

ていると、将来、障害基礎年金や遺族

基礎年金、老齢基礎年金の受給に際し、

未納期間が保険料納付の資格期間から

除外されてしまいます。

▼手続きはとても簡単です

手続きには年金手帳、学生証または

在学証明証、印鑑が必要です。

【問い合わせ先】

北見年金事務所・国民年金課

†0157－25－9635

学生の皆さん！ご存知ですか

《お知らせ》

住宅用火災警報器の設置が義務付けられていま

す。全ての住宅に平成23年５月31日までに設置

することとなっています。（町内電気店で取り扱っています）

火災予防統一標語

「消したかな　あなたを守る　合言葉」

４月20日～４月30日までの11日間

■問い合わせ先 津別消防署 † 76－2189

サイレン吹鳴 ４月20日～４月26日　午後７時～

消防車による町内広報 ４月20日～４月30日

消防団車両等による防火パレード ４月16日　午後１時～

防火教室・救急教室 期間中に随時実施
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登録料　１頭につき 3,000円

（登録は犬の生涯に１回です）

注射料　１頭につき　３,040円

（注射は毎年１回必ず受けなけ

ればなりません）

狂犬病予防注射と飼い犬登録日程表

・犬の飼い方に関する苦情が多く寄せられています！

・飼い犬は引き綱につなぎましょう！

・犬の糞（ふん）は持ち帰りましょう！

・犬のオシッコを他人の家の塀や門などにさせないようにしましょう！

平
成
23
年
度
の
狂
犬
病
予
防
注
射
と
畜

犬
登
録
を
次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。
犬
を

飼
っ
て
い
る
方
は
、
最
寄
り
の
会
場
ま
で

犬
を
連
れ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

状
況
に
よ
り
時
間
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

な
お
、
都
合
に
よ
り
最
寄
り
の
会
場
に

行
け
な
い
場
合
は
、
ほ
か
の
会
場
で
も
受

付
で
き
ま
す
の
で
、
必
ず
予
防
注
射
と
登

録
を
行
う
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問い合わせ先 役場　住民生活グループ †76－2151（内線215）
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。
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付
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滞
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付
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収
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。
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４
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に

な
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す
。
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飼い主の皆さんにお願い！

移動採血車「ひまわり号」が来町し

ます。みなさんのあたたかいご協力を

お願いします。

実施日 ４月７日（木）

場所：時間

役場議事堂前　９時30分～11時50分

〃　　 13時00分～14時20分

丸玉産業前 14時40分～15時30分

石橋呉服店 15時50分～16時30分

※当日献血にご協力いただいた方には、

ライオンズクラブよりプレゼントを

お渡しします。

問い合わせ先

役場健康推進担当†76－2151

内線231・232

申込・問い合わせ先 役場　介護福祉グループ福祉担当

† 76－2151（内線234）

※福祉寮の申し込みの際は、詳細について聞き取りを行います。

申込期日 平成23年４月11日（月）

保険証更新日程表（土・日・祝日は除きます）

保
険
証
（
見
本
）


